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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
主
な
症
状
は
、急
な
発

熱
、咳
、悪
寒
な
ど
で
す
。イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

感
染
し
た
恐
れ
の
あ
る
場
合
は
、必
ず
マ
ス
ク

を
つ
け
て
受
診
し
ま
し
ょ
う
。マ
ス
ク
を
し
な

い
で
受
診
す
る
こ
と
は
、感
染
を
広
げ
る
だ
け

で
な
く
、自
ら
も
他
の
病
気
に
感
染
し
て
し
ま

う
機
会
を
広
げ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、通
常
は
そ
れ
ほ
ど
危

険
な
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、ハ
イ

リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
人（
ハ
イ
リ
ス

ク
者
）は
、重
症
化
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

年
に
よ
っ
て
は
国
内
で
1
万
人
以
上
の
死
亡

者
が
で
て
い
ま
す
。
感
染
予
防
に
配
慮
す
る

と
と
も
に
、発
症
し
た
可
能
性
が
あ
る
場
合

は
、早
め
に
医
療
機
関
に
行
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

【
ハ
イ
リ
ス
ク
に
該
当
す
る
人
た
ち
】

●
次
の
基
礎
疾
患
等
を
持
つ
人
た
ち

・
ぜ
ん
息
、C
O
P
D（
慢
性
閉
塞
性
肺
疾

患
）な
ど
の
慢
性
の
呼
吸
器
疾
患

・慢
性
心
疾
患

・糖
尿
病
な
ど
の
代
謝
性
疾
患

・腎
不
全
な
ど
腎
機
能
障
害

・ス
テ
ロ
イ
ド
内
服
な
ど
に
よ
る
免
疫
機
能

不
全

●
そ
れ
以
外
の
人
た
ち

・妊
婦　
・幼
児　
・高
齢
者

注
意
が
必
要
な
の
は

ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
人
た
ち

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
り
ま
し
ょ
う

受
診
は
必
ず
マ
ス
ク
を
つ
け
て

療
養
時
の
注
意

高
齢
者
は
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を

◆
咳
の
飛
沫
は
約
2
メ
ー
ト
ル
飛
ぶ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
咳
の
症
状
が
あ
る
と
き
は

・
必
ず
マ
ス
ク
を
し
ま
し
ょ
う
。

・周
囲
の
人
か
ら
な
る
べ
く

　

離
れ
て
く
だ
さ
い
。

◆
マ
ス
ク
が
な
い
場
合
は
、他
の

人
か
ら
顔
を
そ
ら
せ
、口
と

鼻
を
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
で
覆
っ

て
咳
を
し
ま
す
。

※
使
っ
た
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
す
ぐ
に
捨
て
ま
し
ょ
う
。テ
ィ
ッ

シ
ュ
な
ど
が
無
い
場
合
は
、口
を
前
腕
部（
袖
口
）で

押
さ
え
ま
す
。押
さ
え
た
手
な
ど
は
た
だ
ち
に
洗
い

ま
し
ょ
う
。

　

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
加
え
、

周
囲
へ
の
感
染
防
止
に
は
手

洗
い
も
大
切
で
す
。咳
の
あ

る
と
き
は
、感
染
を
広
め
な

い
こ
と
を
意
識
し
て
手
を
洗

い
ま
し
ょ
う
。

　

昨
年
流
行
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（
A
/
H
1
N
1
型
）は
、今
年
も
秋
以
降

の
流
行
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、今
後
は

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
ワ

ク
チ
ン
も
従

来
の
季
節
性

と
混
合
し
た

も
の
が
使
用

さ
れ
ま
す
。

正
し
い
対
応

で
重
症
化
を

防
ぎ
、流
行

時
期
を
乗
り

切
り
ま
し
ょ

う
。

　

療
養
中
は
患

者
も
看
護
者
も

マ
ス
ク
を
着
け

る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
可
能

で
あ
れ
ば
別
室

で
療
養
し
、処

方
さ
れ
た
薬
を

最
後
ま
で
飲
ん

で
水
分
補
給
と

十
分
な
睡
眠
を

心
が
け
ま
し
ょ

う
。

　

ハ
イ
リ
ス
ク
者
が
周
囲
に
い
る
場
合
は
、看

護
者
は
看
護
の
後
、手
を
し
っ
か
り
洗
い
ま
し

ょ
う
。な
お
、患
者
の
使
用
し
た
食
器
や
衣
類

は
、通
常
の
洗
濯・洗
浄
で
殺
菌
で
き
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
の
た
め
に

●
人
込
み
を
避
け
る

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
有
効
な
予
防
策
は
、人

と
人
と
の
接
触
を
減
ら
す
こ
と
。つ
ま
り
人

込
み
を
避
け
る
、あ
る
い
は
混
雑
し
て
い
る
電

車
な
ど
に
乗
ら
な
い（
可
能
な
ら
ば
時
差
通

勤・通
学
を
）な
ど
の
対
策
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

た
だ
、イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
大
流
行
し
て
い

る
特
別
な
時
期
を
除
い
て
、一
般
の
健
康
な
方

は
そ
れ
ほ
ど
神
経
質
に
な
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。先
に
説
明
し
た
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
方
は
、

可
能
な
限
り
人
込
み
に
近
づ
か
な
い
注
意
が

必
要
で
す
。

●
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
の
た
め
に
、ワ
ク
チ

ン
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。と
く
に
ハ
イ
リ
ス

ク
者
の
方
は
、重
症
化
す
る
可
能
性
が
高
い
た

め
、必
ず
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
死
亡
す
る
高
齢
者
の
多

く
は
、細
菌
性
肺
炎
を
併
発
し
て
い
ま
す
。肺

炎
の
原
因
と
な
る
病
原
体
の
な
か
で
頻
度
の

高
い
肺
炎
球
菌
を
狙
っ
た
予
防
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
し
て
お
く
こ
と
は
、高
齢
者（
65
歳
以

上
）の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
の
一つ
と
な
り
ま

す
。接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、か
か
り
つ
け

の
医
師
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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インフルエンザ予防接種補助のご案内インフルエンザ予防接種補助のご案内
●
申
請
さ
れ
る
方
は「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補

助
金
申
請
書
」に
自
己
負
担（
100
％
）分
の
領
収
書

（
原
本
）を
添
付
し
て
、申
請
期
限
ま
で
に
当
健
保
組

合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
書
は
社
内
イ
ン
ト
ラ
又
は
、一
般
公
開
用
の
当

健
保
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
出
力
し
て
く
だ

さ
い
。

infomation
社内イントラ

一般公開用

http://nasca.asahi-kasei.co.jp/grcom/kenpo/
akgretc/sinsei.html

http://www.asahikasei-kenpo.or.jp/member/
05_sinsei/page/J06.html

領収書の必要記載事項

問合せ先

お願い
申
請
書
と
領
収
書
の

（
写
）を
手
元
に
と
っ

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

過
去
の
問
合
せ
で「
申

請
書
と
領
収
書
を
健

保
宛
送
付
し
た
の
に
、補
助
金

が
振
り
込
ま
れ
て
い
な
い
」と
の

問
合
せ
が
あ
り
ま
し
た
。ご
本

人
は
健
保
へ
送
っ
た
の
に
当
健

保
に
届
い
て
い
な
い
こ
と
が
起

き
て
い
ま
す
。こ
の
場
合
、結
果

と
し
て
、補
助
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、手
元
に
控
え
が
残
っ
て

い
る
場
合
は
、事
実
確
認
の
う

え
補
助
を
行
い
ま
す
の
で
ご
協

力
方
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

当
健
保
組
合
で
は
、

疾
病
予
防
事
業
の
一

環
と
し
て
、イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

費
用
の
一
部
補
助
を
実
施
し
ま

す
の
で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

❶
対
象
者

当
健
保
に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
者

（
含
、任
意
継
続
被
保
険
者
本
人
と
そ
の
被
扶
養
者
）

❷
対
象
と
な
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

❸
対
象
期
間

（
平
成
22
年
度
）4
月
1
日
か
ら
平
成
23
年
2
月
28
日
分
ま
で

❹
補
助
金
額

補
助
額
は
上
限
2
、0
0
0
円
／
人
・
年
以
内
の
実
費
を

支
給
し
ま
す
。（
年
間
1
人
1
回
※
）

※
2
回
に
分
け
て
接
種
を
受
け
た
場
合
は
、2
回
分
の
自
己
負
担

合
計
額
を
対
象
と
し
ま
す
の
で
、2
回
目
終
了
後
に
ま
と
め
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

尚
、１
回
目
の
接
種
費

用
が
2
、0
0
0
円
を

上
回
っ
て
い
る
場
合
は

１
回
分
の
み
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
と
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
接
種
を
別
々
に

受
け
た
場
合
も
補
助
額

は
年
間
1
人
1
回
の
上

限
2
、0
0
0
円
で
す
。

❺
申
請
方
法

⑴
受
診
先
の
医
療
機

関
で
接
種
費
用
全

額
自
己
負
担
し
、

そ
の
領
収
書
を
発

行
し
て
も
ら
う
。

⑵「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助
金
申
請
書
」に
上
記

⑴
の
領
収
書（
原
本
）を
添
付
し
て
、申
請
期
限
ま
で
に

当
健
保
組
合
に
提
出
す
る
。

※
事
業
所
に
よ
っ
て
は
、個
々
人
の
申
請
分
を
と
り
ま
と

め
て
提
出
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意
方
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

⑶
申
請
期
限

　

2
月
末
日
ま
で
に
当
健
保
必
着
厳
守
。

※
特
別
な
事
由
が
な
く
、2
月
末
ま
で
に
当
健
保
組
合
に

届
か
な
い
場
合
は
対
象
外
と
し
ま
す
。

❻
補
助
金
の
支
払
い

◆
一
般
の
被
保
険
者
と
そ
の
被
扶
養
者
の
方

原
則
、申
請
受
付
月
の
翌
月
に
被
保
険
者
本
人
の
給

与
へ
振
り
込
み
ま
す
。但
し
、事
業
所
に
よ
っ
て
は
翌
々

月
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
任
意
継
続
被
保
険
者
と

　

そ
の
被
扶
養
者
の
方

原
則
、申
請
受
付
月
の
翌
月
に

被
保
険
者
本
人
の
銀
行
口
座

へ
振
り
込
み
ま
す
。

❼
そ
の
他

●
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
は

確
定
申
告（
医
療
費
控
除
）の

対
象
外
で
す
。医
療
費
控
除
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
申
請
期
限
の
と
お
り
、3
月
の

補
助
金
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、前
年
度
分
は
補
助
の
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。
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　領収書には下記必要記載事項すべてが必要です。
●接種を受けた方の氏名　●接種日
●予防接種の内容
「インフルエンザ予防接種代」と記載されている。
※医療機関の記載がない場合については被保険者本人が手書き
（黒のボールペン）で記入ください。
●予防接種に要した金額
※市区町村等が補助を実施する分にて接種を受けた場合は当健保
　の補助対象外とします。

旭化成健康保険組合事務局
担当／伊藤（892-2913）・0982（22）2913
　　　松田（892-2908）・0982（22）2908



被
保
険
者
全
員
に
配
布

（
2
0
1
0
年
よ
り
８
月
号
を
家
庭

版
と
し
て
自
宅
宛
郵
送
）

発
行
:
４
月
、８
月
、10
月
、１
月

内
容
:
予
算
や
決
算
等
の
健
康
保
険

組
合
の
財
政
状
況
、健
康
づ
く
り
の

た
め
の
知
識
、健
保
組
合
を
取
り
巻

く
状
況
や
皆
さ
ん
か
ら
の
投
稿
。

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

　

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

❖❖❖

旭化成健康
保険組合の
健康保険組合の大きな事業の一つが保健事業です。

保健事業は被保険者のみなさん並びに被扶養者のご家族の

健康管理や健康づくりのお手伝いをするための事業です。

毎日が元気ですこやかに生活が送れるよういろいろな保健事業

を実施しています。有効なご活用をよろしくお願いいたします。  

保健事業保健事業保健事業保健事業保健事業のご案内

保
健
指
導

宣
伝
事
業

機
関
誌

ア
ニ
マ
ー
ト

職
場
の
健
康
管
理
に
携
わ
っ
て
い
た
だ

い
て
い
る
方
向
け
に
健
康
管
理
、健
康

指
導
の
参
考
情
報
誌
と
し
て
お
届
け

し
て
い
ま
す
。無
料
配
布
。

発
行
:
毎
月

❖❖

暮
ら
し
と
健
康

健
康
に
関
す
る
そ
の
時
々
の
注
意
点

や
ニ
ュ
ー
ス
等
に
つ
い
て
の
掲
示
用
ポ

ス
タ
ー
を
希
望
す
る
事
業
所
へ
無
料

配
布
し
て
い
ま
す
。

発
行
:
毎
月
５
の
つ
く
日

　
　
　
（
５
日
、15
日
、25
日
）

❖❖

健
生
ニ
ュ
ー
ス

新
生
児（
第
一
子
の
み
）が
誕
生
し
た

被
保
険
者
の
方
へ
１
年
間
無
料
配
布

発
行
:
毎
月
／
初
回
は「
お
誕
生
号
」

と「
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
ま
で
に
」

も
お
届
け
し
ま
す
。

❖❖ 赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
て
か
ら
の

お
か
あ
さ
ん
の
た
め
に

育
児
指
導
情
報
誌

赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ

「
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
」配
布
終
了
後
に

３
年
間
無
料
配
付
。

発
行
:
季
刊（
６
月
、９
月
、
12
月
、３

月
）３
ケ
月
に
一
度
お
届
け
し
ま
す
。

❖❖

季
刊
誌

１
・
２
・
３
歳
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被
保
険
者
と
被
扶
養
者
の
ご
家
族
が

利
用
で
き
ま
す
。

気
に
な
る
症
状
や
育
児
の
相
談
な
ど

健
康
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
、

保
健
師
や
看
護
師
が
相
談
に
応
じ
て

く
れ
ま
す
。

❖❖
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
の
ご
家
族
が

利
用
で
き
ま
す
。

心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

必
要
に
応
じ
、面
接
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

❖❖

疾
病
予
防

事
業

電
話
健
康
相
談

日
々
の
生
活
の
中
で
溜
ま
っ
た
ス
ト
レ

❖

「
健
康
管
理
室
の
次
に
役
立
つ

　
　

ス
ト
レ
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

被
保
険
者
並
び
に
被
扶
養
者
の
ご
家

族
が
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た
場
合

の
医
療
費
の
内
容
と
現
金
給
付
分
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

発
行
：
毎
月（
医
療
機
関
か
ら
の
請
求

は
受
診
２
ケ
月
後
に
届
き
ま
す
の
で
、

現
金
給
付
処
理
を
含
め
た
内
容
を
受

診
３
ケ
月
後
に
通
知
し
ま
す
）

❖❖

医
療
費・給
付
金
の
お
知
ら
せ

■旭化成グループドクターダイヤル

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

被
保
険
者
と
被
扶
養
者
の
ご
家
族
が

利
用
で
き
ま
す
。

電
話
に
よ
る
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
、

専
門
医
の
紹
介
、専
門
医
療
機
関
情

報
の
提
供
。

❖❖
旭
化
成
グ
ル
ー
プ 

ド
ク
タ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

場
合
に
よ
っ
て
は
面
談
に
よ
る
相
談

も
行
い
ま
す
。 

※
相
談
さ
れ
る
場
合
は
、病
名
が
判
明
し
て
い
る
こ

と
及
び
詳
細
を
お
尋
ね
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。ご
了
承
く
だ
さ
い
。ま
た
、美
容
整
形
外
科
、

心
療
内
科
、精
神
科
、歯
科
及
び
口
腔
外
科
の

疾
患
は
相
談
の
対
象
外
で
す
。そ
の
他
、救
急

に
関
す
る
こ
と
、入
院
・
転
院
の
相
談
な
ど
も
相

談
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、地
域
や
内
容

に
よ
り
要
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

0120-878-142 ［専門医の手配紹介サービス］
10：00～16：00
（土日・祝祭日・12/31～1/3を除く）

■旭化成グループ健康相談

0120-249-388 ［専門医の手配紹介サービス］
24時間・年中無休

［メンタルヘルスのカウンセリングサービス］

http://www.t-pec.co.jp/z-mental/asahikasei/index.html
ユーザー名：asahikasei　パスワード：249388

カウンセリング受付／〈電話〉9：00～22：00（年中無休） 〈Web〉24時間・年中無休（返信は2～3日要します）
面談カウンセリング予約受付／
〈電話〉月～金 9：00～21：00　土曜日 9：00～16：00（日曜・祝祭日・12/31～1/3を除く）
〈Web〉24時間・年中無休（受付後、日程調整のお電話をさせていただきます）

ス
と
の
向
き
合
い
方
を
、W
e
b
を

通
じ
て
利
用
で
き
ま
す
。

被
保
険
者
と
配
偶
者（
被
扶
養
者
）が

利
用
で
き
ま
す
。

一
人
5
0
、0
0
0
円
の
補
助（
２
年

に
１
回
）

可
能
な
限
り
居
住
地
近
く
の
健
診
機

関
で
の
検
診
が
で
き
る
よ
う
調
整
し

ま
す
。（
地
域
に
よ
っ
て
は
健
診
機
関

が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
）。

申
し
込
み
は
、検
診
申
請
書
を
健
康
保

険
組
合
ま
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

用
紙
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
り
出

せ
ま
す

注
…
個
人
で
の
予
約
、検
診
後
の
申

請
書
の
提
出
は
、補
助
の
対
象
と
は

な
り
ま
せ
ん
。

❖❖❖※

P
E
T
が
ん
検
診
補
助

扶
養
家
族
の
奥
様
及
び
40
歳
以
上
75
歳

未
満
ま
で
の
家
族
の
方
が
補
助
対
象
。

年
１
回
を
限
度
と
し
て
、実
費
相
当

額（
1
5
、0
0
0
円
を
上
限
と
す

る
）を
補
助
し
ま
す
。

❖❖

家
族
健
診
料
補
助
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■「医療費・保険給付金のお知らせ」の内容に関する問い合わせ先

TEL.0982-22-2912（専用線 892-2912）　 0120-29-0053

■転勤等で住所変更した場合は、必ず新住所を旭化成健康保険
　組合までご連絡ください。

連絡先 フリーダイヤル　0120-29-0053
　  kenpo@om.asahi-kasei.co.jp

お問い合わせ・ご連絡先



介
護
保
険
認
定
者
を
在
宅
で
介
護
す

る
場
合
に
、介
護
保
険
か
ら
の
給
付

を
上
回
る
利
用
が
あ
っ
た
場
合
に
、そ

の
費
用
の
70
％
を
補
助
。年
間
10
万

円
限
度
。

在
宅
で
の
紙
オ
ム
ツ
も
補
助
の
対
象
。

「
在
宅
介
護
支
援
事
業
適
用
申
請
書
」

を
ま
ず
最
初
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❖❖❖

在
宅
療
養

支
援
事
業

在
宅
介
護
支
援
事
業
補
助

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
医
療
費
の

支
払
が
発
生
し
た
場
合
に
、高
額
療

養
費
の
80
％
の
範
囲
内
で
貸
付
を
行

い
ま
す
。

❖

貸
付
金
事
業

高
額
医
療
費
貸
付
金

平
成
18
年
の
医
療
制
度
改
革
に
お
い

て
、平
成
20
年
４
月
か
ら
、健
康
保
険
組

合
、国
民
健
康
保
険
な
ど
に
対
し
、40
歳

以
上
の
加
入
者
を
対
象
と
し
た
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症

候
群
）に
着
目
し
た
健
康
診
査（
特
定
健

康
診
査
）お
よ
び
保
健
指
導（
特
定
保
健

指
導
）の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
平
成

21
年
度
か
ら
本
格
実
施
し
て
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導

健
康
診
断
費
用
35
％
を
健
康
保
険
組

合
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

旭
化
成
グ
ル
ー
プ
で
定
め
た
健
診
項

目
に
基
づ
い
て
健
診
を
行
い
ま
す
。

（
任
意
継
続
被
保
険
者
に
つ
い
て
は

35
歳
未
満
1
5
、0
0
0
円
、35
歳
以

上
2
2
、0
0
0
円
を
上
限
に
健
康

保
険
組
合
が
負
担
し
ま
す
。）

❖❖

定
期
健
康
診
断

隔
年
実
施
と
な
り
ま
す
。

健
康
診
断
費
用
の
35
％
を
健
康
保
険

組
合
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

口
腔
検
査
と
共
に
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
等

の
指
導
を
行
い
ま
す
。

❖❖❖

歯
科
健
診

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
J
M
I
調
査

（
問
診
表
で
の
調
査
）は
３
年
に
一
度

実
施
し
ま
す
。健
康
保
険
組
合
が
費

用
の
１
／
２
を
負
担
し
て
い
ま
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
管
理
者
研
修
、一

般
研
修
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

❖❖

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

一
旦
全
額
個
人
が
立
替
払
い
と
な
り

ま
す
。

35
歳
未
満
は
1
2
、0
0
0
円
、35
歳

以
上
は
2
2
、0
0
0
円
を
健
康
保

険
組
合（
35
％
）と
事
業
主（
65
％
）が

負
担
し
ま
す
。こ
れ
を
超
え
る
分
は

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

定
期
健
康
診
断
を
受
け
た
人
は
補
助

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

補
助
金
申
請
は
事
業
主
に
お
こ
な
っ

て
く
だ
さ
い
。

❖❖❖❖

人
間
ド
ッ
ク
補
助

被
保
険
者
と
被
扶
養
者
の
ご
家
族
が

利
用
で
き
ま
す
。

対
象
期
間
:
通
年（
平
成
22
年
度
は

４
月
１
日
〜
23
年
２
月
28
日
分
ま
で
）

補
助
金
の
申
請
は
10
月
1
日
か
ら
翌
年

2
月
末
日
ま
で
に
行
っ
て
下
さ
い
。

右
記
以
外
の
申
請
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

補
助
金
:
2
、0
0
0
円
／
年
・
１
人

市
町
村
等
で
予
防
接
種
の
補
助
を
受

け
た
場
合
の
負
担
金
に
対
す
る
補
助

は
対
象
外
で
す
。

補
助
金
申
請
は
、申
請
書
に
領
収
書

を
添
付
し
て
健
康
保
険
組
合
ま
で
送

付
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
用
紙
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取

り
出
せ
ま
す
。

❖❖※❖❖※

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
補
助

事
業
主
と
共
同
で
行
っ
て
い
る

疾
病
予
防
事
業（
従
業
員
対
象
）
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旭化成健康保険組合の保健事業保健事業保健事業保健事業保健事業のご案内
場　

所

申
込
先

北
海
道
勇
払
郡
占
冠
村

旭
化
成
福
利
サ
ー
ビ
ス
㈱

東
京
営
業
所　

保
養
所

ト
マ
ム
保
養
所

場　

所

申
込
先

宮
崎
市
山
崎
町

旭
化
成
福
利
サ
ー
ビ
ス（
延
岡
）

ラ
グ
ゼ
一
ツ
葉

場　

所
天
城
高
原
、南
紀
田
辺
、

ト
ラ
ス
ト
京
都

※
他
の
東
急
の
施
設
も
利
用
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す

申
込
先

直
接
、管
理
組
合
へ
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い

※
東
急
ハ
ー
ヴ
ェ
ス
ト
ク
ラ
ブ

申
込
先

旭
化
成
福
利
サ
ー
ビ
ス（
延
岡
）

契
約
保
養
所

■
青
島
観
光
ホ
テ
ル

■
大
山
寿
荘

❖❖
無
利
息

高
額
療
養
費
支
給
月
に
返
済
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

出
産
の
た
め
資
金
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
、出
産
育
児
一
時
金
の
80
％
の
範

囲
内
で
貸
付
を
行
い
ま
す
。

無
利
息

出
産
育
児
一
時
金
支
給
月
に
返
済
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
契
約
保
養
所
利
用
券
」を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

「
契
約
保
養
所
利
用
券
」は
当
健
保
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
請
書
の
中
に
あ

り
ま
す
。

●
社
内
イ
ン
ト
ラ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://nasca.asahi-kasei.co.
jp/grcom

/kenpo/akgretc/

申
請
書
↓
保
養
所
の
利
用
申
し
込
み

↓
契
約
保
養
所
利
用
券（
大
山
寿
荘
）

❖❖❖

出
産
費
貸
付
金

申
し
込
み
に
あ
た
っ
て
、法
人
番
号
、法

人
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
で
す
。旭
化
成
社

内
イ
ン
ト
ラ
の「
旭
化
成
福
利
サ
ー
ビ
ス
」

の
保
養
所
案
内
に
明
記
し
て
あ
り
ま
す
。

も
し
く
は
健
康
保
険
組
合
ま
で
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

健康保険組合のホームページをご利用ください
健康保険の内容や情報及び各種申請書などいろんなコンテンツが満載です。ぜひご利用ください。

旭化成社内標準Webイントラネット
持株会社・事業会社・関係会社 【内容】

関係会社・組合

旭化成健康保険組合

の順で入ってください。

一般公開Web http://www.asahikasei-kenpo.or.jp/ 
【内容】●健保の案内　

●様式集（申請書）　
●機関誌「Animato」
　バックナンバー
●個人情報保護の取り扱い
●健保連病院情報

●健康管理室の次に役立つ
　 ストレスプログラム
   ［ID：cocoro］［パスワード：asahi-kenpo］
●ヘルシーファミリー倶楽部
   ［ID：asahikasei］［パスワード：kenpo］
●関係先へのリンク集
●ご意見ご要望Box
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●予算／決算
●PETがん検診
●在宅介護支援事業
●家族健診及び特定健診・特定保健指導
●家族健診料補助制度
●任意継続被保険者制度
●介護保険制度の概要
●電話で健康相談
●Animato（アニマート）
●健康図書館（ヘルシーライフネット）
●法・制度解説
●PHOTO GALLERY



特定健康診査の結果、特定保健指導の対象者となられた方へ

40歳以上被扶養者 動機付け支援、積極的支援

この機会に積極的に特定保健指導を活用しこの機会に積極的に特定保健指導を活用し
メタボリックシンドロームを予防・解消しましょう！メタボリックシンドロームを予防・解消しましょう！
この機会に積極的に特定保健指導を活用し
メタボリックシンドロームを予防・解消しましょう！

Ⅰ 動機付け支援、積極的支援の対象者の方には
「特定保健指導利用券」を配布します。
利用券が届いたら記載内容（氏名、生年月日、有効期限等）をご確認ください。
※利用券配布の際、案内リーフレットを同封しますので詳細をご確認ください。

Ⅱ 医療機関へ特定保健指導の予約をしてください。
利用券を使用して特定保健指導を受ける際の注意点
イ.　当健保のホームページにて特定保健指導が受けられ

る医療機関をご確認ください。
ロ.　医療機関へ直接電話でご予約ください。時期によって

は混み合う場合もありますので、お早めにご予約くだ
さい。

Ⅲ 特定保健指導を受けましょう
特定保健指導当日、被保険者証と利用券を保健指導機
関の窓口に提出してください。
どちらか一方だけでは利用できません。

Ⅳ 6か月後、成果の評価（実績評価）が行われます
面接・電話・Eメールなど
で健康状態（体重や腹
囲などの変化や生活習
慣の改善状況など）の
確認が行われます。

医師、保健師、管理栄養士などの専門家があなたの健康づくりをサポートします！

動機付け支援の人 積極的支援の人

特定保健指導とは？
　特定健康診査の結果から、生活習慣
病の発生リスクが高く、生活習慣の改
善による生活習慣病の予防効果が多く
期待できる方に対して、生活習慣病を
見直すサポートをします。
　特定保健指導には、リスクの程度に
応じて、動機付け支援と積極的支援が
あります。
　（よりリスクが高い方が積極的支援）

メタボリックシンドロームのリスクが出
始めた人です

メタボリックシンドロームのリスクが重
なりだした人です

　原則として1回、個別、またはグループで面接（保健指
導）を受けます。
　実際に行動にうつせるように、生活習慣をどう改善する
かを相談し、目標を立てましょう。

　個別、またはグループで初回面接（保健指導）を受け、そ
の後3か月以上の継続的な支援が行われます。
　生活習慣改善のための行動目標と行動計画が実行で
きるように、継続的なサポートが行われます。生活のスタ
イルに合わせ、今後の支援計画と連絡方法（面接・電話・E
メール・FAXなど）を決めましょう。

自分で立てた行動目標・行動計画に沿って、メタボの予防・解消に努めましょう

積極的支援の人へは、3か月以上、面接、電話、Eメールなどで、「計画の
進捗確認」「計画の見直し」「励まし」などの支援が行われます。

特定保健指導
は、健康のためのサポートです。あなたの

やる気が大切です。1年後の健診を楽しみに、6か
月以降も新しいライフスタイルを

継続しましょう！
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●診療報酬が全体で
0.19％引き上げ
られました！

●医療機関では、原則として明細書が 
　無料発行されることになりました！

●診療報酬（本体）　＋1.55％
　・医　科　　＋1.74％
　　　入　院　＋3.03％
　　　外　来　＋0.31％
　・歯　科　　＋2.09％
　・調　剤　　＋0.52％
●薬価・材料　－1.36％　

診療報酬は
2年ごとに
改定されます。

　

診
療
報
酬
の
改
定
が
な
く
て
も
、
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
よ
り
、

医
療
費
は
増
加
傾
向
で
、
旭
化
成
健
保
の
財
政
も
ひ
っ
迫
し
て
い
ま
す
。
医
療

費
の
増
加
は
保
険
料
の
引
き
上
げ
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
医
療
費
に
関
心
を
持
ち
、
生
活
習
慣
を
見
直
し
て
、

健
康
づ
く
り
を
心
が
け
る
こ
と
が
、
医
療
費
の
節
約
に
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
適
正
化
に
ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
「
医
師
不
足
」
が
深
刻
な
救
急
、
産
科
、
小
児
科
、
外
科
の
再
建
の
た
め
、

入
院
や
手
術
の
料
金
が
増
額
さ
れ
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
項
目
も
あ
り
ま
す
。

　

病
院
勤
務
医
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

病
院
勤
務
医
を
取
り
巻
く
状
況
を
好
転
さ
せ
、
医
療
の
質
を
向
上
さ
せ
る
の
が

狙
い
で
す
。

　

医
療
の
質
の
向
上
を
目
的
に
、
今
回
の
診
療
報
酬
は
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
伴
い
私
た
ち
が
負
担
す
る
医
療
費
も
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
一
度
医
療
費
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

医
療
機
関
で
明
細
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

平
成　

年
４
月
か
ら
、
み
な
さ
ん
が
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
場
合
、

原
則
と
し
て
、
診
療
報
酬
の
算
定
項
目
の
わ
か
る
明
細
書
（
診
療
明
細
書
）

が
無
料
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
診
療
内
容
を
確
認
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
の
節
約
に
つ
な
が
り
ま
す
。
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
と

き
は
必
ず
診
療
明
細
書
を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
調
剤
薬
局
で
も
同
様
の
明
細
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

●再診料　病院600円、診療所710円→690円に統一
●妊産婦が緊急搬送された場合
　初日の入院料50,000円→70,000円
●歯科　初診料1,820円→2,180円 　再診料400円→420円
●外科手術の料金　難易度が高い手術料  3割～5割引き上げ

●小児が救急入院した場合　入院料１日40,000円
※みなさんが窓口負担するのは上記金額の3割（未就学児2割、
70歳以上75歳未満１割〈現役並み所得者3割〉）。

※

明
細
書
を
発
行
し
な
い
、
ま
た
は
発
行
手
数
料
が
か
か
る
医
療
機
関
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
は
、
明
細
書
発
行
に
関
す
る
状
況
を
掲
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
９
月
１
日
か
ら
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
接
骨
院
・

整
骨
院
で
は
領
収
書
の
発
行
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
必
ず
受
け
取
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

希
望
す
れ
ば
明
細
書
も
発
行
し
て
も
ら
え
ま
す
（
有
料
の
場
合
あ
り
）。

接
骨
院
・
整
骨
院
で
は
必
ず
領
収
書
を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う

診療報酬とは
医療機関（病院、診療所）での診療に対して、医療保険からその医療機関
に支払われる報酬のことです（１点10円で計算されます）。診療報酬（本体）
と薬価・材料に分かれており、診療内容や医薬品ごとに点数が異なります。

22 22

診療報酬改定の具体例

新設

診
療
報
酬
が
上
が
る
と
、
医
療
費
も
上
が
り
ま
す

医
療
費
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う

●
救
急
医
療
や
産
科
、
小
児
科
、
外
科
な
ど
の
医
療
の
再
建

●
病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減

10 年ぶりの
プラス改定

診療明細書
患者番号 氏　名 受診日○○　○○ YYYY／MM／DD様
受 診 料

部 項　目　名 点　数 回　数
基 本 料

在　　宅

処　　方

検　　査

画像診断

70

820
1320

68

144
125
13
40
123

182

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

入院外 保険

重
点

課
題

平
成
平
成　

年
４
月
１
日

４
月
１
日
か
ら
診
療
報
酬
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

か
ら
診
療
報
酬
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

2222

診
療
報
酬
改
定
の
お
知
ら
せ

！

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
診
療
報
酬
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

22

！
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機関誌機関誌とともにとともに振り返る振り返る
８５８５年の歩み歩み

機関誌とともに振り返る
８５年の歩み

歴代理事長 旭化成健康保険組合の主な出来事 健康保険組合を取り巻くうごき 社会の出来事

初代 谷口 喬一
（大正15年12月～）

大正

昭和

昭和
10年代
1935～1944

日本窒素肥料延岡健康保険組合設立

組合規約制定

昭和2年度収入支出予算可決

大正11年 健康保険法制定

昭和元年12月29日第1回組合会開催

大正15年12月

日本窒素肥料延岡健康保険組合での
最後の組合会

昭和8年8月19日第35回組合会開催

組合名を旭化成延岡健康保険組合に
改称（昭和22年1月）

昭和21年12月27日第64回組合会開催 22年 健康保険法改正

33年 健保組合1000組合に到達 33年 東京タワー完成
35年 カラーテレビ放送開始
36年 国民皆年金実現
37年 社会保険庁発足
38年 ケネディアメリカ大統領暗殺
39年 東海道新幹線営業開始
　　  東京オリンピック開催

42年 中東戦争勃発
　　  公害対策基本法公布
43年 3億円強奪事件発生
44年 アメリカ宇宙船アポロ11号
　　  人類初の月面着陸
45年 日本万国博覧会（大阪万博)開催
　　  国勢調査で日本総人口1億人突破

47年 冬季オリンピック開催
　　  沖縄が日本に復帰
48年 第一次オイルショック
49年 戦後初のマイナス成長
　　  佐藤栄作元首相がノーベル
　　  平和賞受賞

36年 国民皆保険実現

38年 老人福祉法制定

42年 厚生労働省「医療保険制度改革
　　  試案」を発表
43年 10月 厚生省より第三者の行為による
　　  被害の届出の取扱いについて通知

46年 健保組合1500組合に到達
47年 老人医療費助成制度発足
48年 健康保険法改正

41年 健康保険法改正

20年 太平洋戦争終結
21年 日本国憲法公布
24年 湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞

組合名を旭化成健康保険組合に改称
（昭和25年2月）

昭和25年4月25日第74回組合会開催

機関誌発行隔月及び臨時２回
昭和33年4月 延岡地区に病院・診療所開設
　恒富病院(延岡市中島町）
　岡富病院(延岡市中川原町）
　東海歯科診療所(延岡市川島町）
　浜歯科診療所(延岡市緑ケ丘）
昭和35年3月 伊豆長岡保養所開設
昭和36年1月 鈴鹿海の家開設
　　　　　　(鈴鹿市南若松町）
昭和36年4月 富士診療所開設

組合名を旭ベンベルグ延岡健康保険
組合に改称

業務上傷病の給付は労働者災害
補償保険法に移行

国民皆保険の推進

被保険者保険の医療費自己負担は
本人は定額、家族は５割、国民健康
保険は５割

家族の医療費自己負担を5割から
3割に引き下げ、高額療養費支給制
度の創設（月額3万円を超える負担

労働基準法公布

国民健康保険法（新法)公布

分娩費最低補償額・配偶者分娩
費の引き上げ など

標準報酬3,000から104,000円の
36等級に変更

44年 健康保険法改正
一部負担金初診時200円・入院1日
60円に分娩費最低保障20,000円、
配偶者分娩費10,000円

健康保険法改正

健康診断実施が事業主の義務に

昭和8年10月17日第36回組合会開催

昭和2年1月28日第2回組合会開催
昭和2年3月10日第3回組合会開催

昭和40年2月
　東海歯科診療所、浜歯科診療所廃止
　岡富病院→岡富診療所に改称
昭和40年7月六甲保養所開設
　　　　　　愛宕グラウンド開設
昭和41年2月9日第117回組合会開催
　保険料率4/1000引き下げ
　（変更後）
　事業主負担分41/1000
　被保険者負担分35/1000
昭和41年6月被保険者番号の変更
　従来各事業所別に被保険者番号を
　設定していたものを
　社員番号を被保険者番号とする
昭和41年12月白馬山荘開設
昭和42年7月3日第120回組合会開催
昭和43年3月青島保養所開設
昭和43年9月恒富病院を
旭化成健康保険組合病院に改称
　岡富診療所廃止
昭和45年2月賢島保養所開設
昭和46年4月那須保養所開設
昭和48年1月付加給付に
「延長傷病手当付加金」を新設

昭和2年 健康保険法全面実施

池松 信夫
（昭和19年2月～）

宮本 正治
（昭和20年3月～）

久保田 正雄
(昭和34年3月～）

飯島 貞雄
（昭和21年1月～）

飯島 貞雄
（昭和9年9月～）

櫻井 弘
（昭和22年2月～）
刈谷 亨
（昭和26年6月～）

村本 誠
（昭和47年2月～）

櫻井 弘
(昭和35年2月～）

高田 哲男
(昭和39年2月～）

平山 政保
（昭和2年12月～）

五十嵐 清治
（昭和5年1月～）

昭和
20年代
1945～1954

昭和
30年代
1955～1964

昭和
40年代
1965～1974

老人医療費無料化制度の
実施(70歳～）
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機関誌とともに振り返る８５年の歩み

歴代理事長 旭化成健康保険組合の主な出来事 健康保険組合を取り巻くうごき 社会の出来事

八田 義一
(昭和50年7月～）

三宅 文雄
(昭和56年8月～）

昭和
50年代
1975～1984

昭和54年7月 規程制定
「旭化成健康保険組合就業規則」
「直営保養所運営管理規程」
「体育施設運営規程」
「職務分掌規程」
「事務検査規程」
「固定資産管理規程」
56年 旭化成グループ健康づくりシステム構築
昭和56年2月18日 第157回組合会開催
保険料率3/1000アップ
（変更後） 事業主負担分42.5/1000
　　　　  被保険者負担分36.5/1000
人間ドック利用規程の改定
　定額方式4,500円→定率方式2割負担
高額療養費及び家族療養付加金の支払日
給与支払日に自動支払
57年 [職務分掌規程]改定
東京支部の事務を本部（延岡）へ移管
（3月1日～）
　移管した業務内容
　・被保険者の資格得喪に関する業務
　・被保険者の標準報酬に関する業務
　・被保険者証に関する業務
　　（家族異動届書関係）
　・保険給付に関する業務
　　（傷病手当金及び付加金、出産手当、
　　  分娩費、育児手当、埋葬料（費）、
　　  療養費等給付に関する業務すべて）
　・レセプト（診療報酬請求明細書）に
　  関する業務
機関誌「健保だより」1982.4/特集号より
紙質変更    
機関誌「健保だより」1984.4/NO.100
59年4月 健保業務革新プロジェクト発足
　　　　新検診制度スタート
　人間ドック利用規程一部改定
　　（補助額）
　　　35歳未満：5,000円
　　　35歳以上：8,500円

50年 健保連「高額医療費共同負担
　　  事業」開始
51年 健康保険法改正

51年 田中角栄元首相、ロッキード事件
　　  で逮捕
52年 巨人の王が756号本塁打、
　　  世界最高

53年 新東京国際空港開港
　　  日中平和友好条約
　　  英国で初の試験管ベイビー誕生
54年 第2次オイルショック
　　  東京サミット開催
55年 イラン・イラク戦争勃発
56年 スペースシャトル初飛行
57年 フォークランド紛争勃発
58年 初の比例代表選挙（参議院）
　　  グリコ森永事件発生
59年 新1万円札、5千円札、千円札
　　  発行

60年 科学万博つくば85開催
　　  日航機墜落事故（死者520名）
　　  国民年金法等の改正
　　  （基礎年金導入）
61年 ソ連チェルノブィリ原発爆発事故
62年 国鉄が民営化し、JRとして
　　  スタート
　　  青函トンネル開通
63年 瀬戸大橋開通
　　  リクルート事件発覚

53年 第一次国民健康づくり運動の開始

54年 シルバー・ヘルス・プラン開始

57年 調整保険料による健保組合間の
　　  の財政調整実施

60年 特例退職被保険者制度スタート
61年 心臓病、初めて日本人の死因
　　  第2位に
　　  厚生省、国民の平均寿命は男
　　  74.84歳、女80.46歳で、男女
　　  とも世界一と発表

63年 健保組合1800組合に到達
　　  トータル・ヘルス・プロモーション
　　  の開始

58年 老人保健法施行

52年 健康保険法改正

55年 健康保険法改正

1980/第1号～1986/第11号

表紙のみカラー印刷

61年4月 新しい主婦健診制度スタート

8月レセプト点検業務開始

分娩費最低補償額・配偶者分娩
費を100,000円に引き上げ

一部負担金初診時600円・入院
1日200円に
標準報酬30,000～380,000円の
39等級に変更 など

一部負担金初診時800円・入院1日500円
に家族給付率は8割に変更 など

健保連「財政窮迫組合助成事業」開始

老人保健法改正

56年 健康保険法改正
標準報酬30,000～470,000円
の42等級に変更

家族高額療養費の自己負担限
度額引き上げ

健康保険法改正

高額療養費の自己負担限度額を
引き上げ

健康保険法改正

別冊「あさひ健保」配付

機関誌「健保だより」1985.1/NO.103

表紙、裏表紙のみカラー印刷

地区健康づくり紹介
　富士支社の健康づくり1988.4
　大分地区の健康づくり1988.8

機関誌「健保だより」1985.4/NO.104

表紙に保養所掲載
 （保養所紹介）
シリーズ1 青島保養所1986.8
シリーズ2 賢島保養所1987.1
シリーズ3 伊豆長岡保養所1987.4
シリーズ4 六甲山荘1987.8
シリーズ5 白馬山荘1988.1

機関誌「健保だより」1986.8/NO.108～

機関誌「健保だより」1987.4/NO.110
63年 2月9日第172回組合会開催
　　  7月1日第173回組合会開催

機関誌「健保だより」1988.4/NO.113～

機関誌「健保だより」1981.1/NO.90

荒木 郁夫
（昭和60年12月～）
安藤 俊明
（昭和62年12月～）

昭和
60年代
1985～1988

健診制度の充実などを推進

中高年を対象にした運動による
 健康づくり運動

老人保健制度スタート（老人医療
費の定額自己負担制を導入
外来一月400円、入院一日300円）
市町村が運営主体
保険者(国保や健保など）からの
拠出金（仕送り）と公費で運営

59年 健康保険法改正
本人の医療費定率自己負担制を導入
（1割相当額）、合算高額療養費制度発足、
標準報酬68,000円710,000円の39等級
に退職医療制度の創設 など

一部負担率の引き上げ など

運動、生活、栄養、メンタルヘルス
ケアによる総合的な健康づくりが
企業の努力義務に

平成
元年
1989

機関誌「健保だより」1988.4/NO.113～

2月8日第174回組合会開催
機関誌「健保だより」1989.5/NO.116～誌面2色刷り

5月 本部事務局に事務長1名配置
　　病院医師定員増 3名→4名

延岡市愛宕町センコービル4階
4月 本部（延岡）事務所移転

 1 月7日 昭和天皇崩御、平成と改元
 4 月 消費税導入
 6 月 天安門事件
11月 ベルリンの壁崩壊

健康保険法改正
高額療養費の自己負担限度額引上げ地区健康づくり紹介

　川崎製造所の健康づくり1989.1
　日向医薬工場の健康づくり1989.5

6月30日第175回組合会開催
機関誌「健保だより」1989.8/NO.117～
　事業所紹介

6月21日第１回会合

旭化成白老工場1989.8

6月 「健保組合事業運営検討委員会」設置

8月 保健サービスセンターの開設

11 Animato No.200(2010.10)

▲健保だより No90

▲健保だより
　カラー化

▲当時の本部（延岡）事務所
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歴代理事長 旭化成健康保険組合の主な出来事 健康保険組合を取り巻くうごき 社会の出来事

平成
2年
1990

平成
3年
1991

平成
4年
1992

平成
5年
1993

平成
6年
1994

平成
7年
1995

平成
8年
1996

平成
9年
1997

機関誌「健保だより」1989.8/NO.117～
　事業所紹介

機関誌「健保だより」1989.8/NO.117～
　事業所紹介

単月点検→縦覧点検方式

分娩費最低補償額・配偶者分娩費の
引上げ
標準報酬月額等級を上限98万円の
42等級に改定

健保だより→すこやかあさひ
管理栄養士の「ヘルシークッキング」連載開始

歯科レセプト点検の見直し

Ａ４誌面サイズに変更、機関誌名募集

健保33:事業主67

4月 機関誌内容一新

1月 高額医療費資金貸付規程制定
　　付加金給付を一ヶ月繰り下げ実施
　　扶養認定基準の改正

10月 健康保険法改正

本人の医療費自己負担2割に など
9月 健康保険法改正

出産育児一時金が30万円に
（育児手当金2,000円を統合）
移送費の現金給付 など

10月 健康保険法改正

3月 青島保養所売却
7月 すこやかあさひ家庭版配布

7月 すこやかあさひ家庭版配布

7月 すこやかあさひ家庭版配布

8月 すこやかあさひ家庭版配布

2月13日第196回組合会開催

60歳未満

定期健康診断、人間ドック負担割合の見直し

契約保養所利用規程改定
青島保養所休止

旭化成鈴鹿工場1990.1
旭化成水島製造所1990.4
旭化成守山支社1990.8

旭化成穂積工場1991.1

年収120万未満
月収10万円未満
日給3,334円未満

60歳以上、障害厚生年金受給者
年収160万円未満
月収133,334円未満
日給4,445円未満

「健康保険のしおり」を添付
3月 被保険者証の一斉更新

被保険者へ保健指導冊子配布
｢わが家の健康ハンドブック｣
｢運動常識のうそ・ホント」

特別保健福祉事業費助成金受け

4月 機関誌紙質変更及び
　　16ページ（固定）の誌面に変更

実年者向け保健指導冊子
「ヘルス＆ライフ」配付開始

4月 旭化成健康保険組合病院名称変更
→旭化成健康保険組合診療所健診センター

 6 月 長崎の雲仙・普賢岳で
　　  大規模火砕流が発生

12月 ゴルバチョフ大統領辞任、
　　  ソ連消滅

2月 アルベールビル冬季オリンピック
　　開催
7月 バルセロナオリンピック開催

5月 日本初プロサッカー・Jリーグ開幕
6月 皇太子殿下ご成婚
8月 細川連立内閣発足

7月 アトランタオリンピック

4月 消費税5%へ引き上げ

1月 阪神・淡路大震災
3月 地下鉄サリン事件

2月 リレハンメル冬季オリンピック開催

10月 東西ドイツ統一
11月 バブル経済、崩壊
　　  長崎の雲仙・普賢岳が噴火

高額療養費の自己負担限度額引上げ
健康保険法改正

高額療養費の自己負担限度額引上げ
健康保険法改正

8月 病原性大腸菌O-157猛威を
　　ふるう

9月 機関誌名変更
7月 健保だより家庭版配布

田中 輝年
（平成7年12月～）

平成
10年
1998

 4 月 育児情報誌「月間赤ちゃんとママ」配布開始

 3 月 一部負担還元金等の改定 2月 長野冬季オリンピック開催
6月 サッカーワールドカップに  
　　日本代表初出場（フランス大会）

5月31日 伊豆長岡保養所、白馬山荘閉鎖
高齢者在宅訪問指導事業開始
保健福祉推進助成事業による補助金受け

 7 月17日第197回組合会開催
10月 すこやかあさひ家庭版A4版配付

 2 月24日第198回組合会開催
 7 月23日第199回組合会開催
 9 月17日第200回組合会開催
12月11日第201回組合会開催

11月30日 任期満了による組合会議員選挙

機関誌の発行月を1月、5月、8月、
11月（家庭版）の年4回に変更

「在宅介護支援事業l、「老人加入者に対する
教育指導事業」、歯科保健教育指導事業」、
「成人病予防のための健康づくり等事業」 など

平成
11年
1999

2月24日第202回組合会開催
3月 被保険者証の一斉更新
7月1日第203回組合会開催
高齢者在宅訪問指導事業全国展開

老健拠出金不払い運動

7月 結核が再び蔓延し、結核緊急
　　事態宣言発令

（1739の健保組合 約97％）
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▲機関誌名変更 「すこやかあさひ」

▲「すこやかあさひ」
　家庭版
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機関誌とともに振り返る８５年の歩み

歴代理事長 旭化成健康保険組合の主な出来事 健康保険組合を取り巻くうごき 社会の出来事

水永 正憲
（平成13年4月～）

和田 慶宏
(平成15年7月～）

平成
11年
1999

平成
12年
2000

平成
13年
2001

平成
14年
2002

平成
15年
2003

平成
16年
2004

平成
17年
2005

平成
18年
2006

平成
19年
2007

平成
20年
2008

平成
21年
2009

平成
22年
2010

3月2日第226回組合会開催

3月 実年者向け保健指導冊子「ヘルス＆ライフ」配付中止
3月3日第228回組合会開催

4月 外部委託による柔道整復師の
　　受診内容の照会を開始

ヘルシークッキングレシピ集製本

10月 機関誌Animato2010/10月号創刊２００号

7月2日第229回組合会開催

9月 三宅島噴火、全島避難
　　シドニーオリンピック開催

4月 小泉政権発足
9月 米国同時多発テロ

2月 ソルトレーク冬季オリンピック開催
6月 サッカーワールドカップ、
　　日本と韓国で共同開催

5月 個人情報保護関連5法が成立
9月 阪神タイガースが18年ぶり
　   リーグ優勝

8月 アテネリンピック開催
10月 新潟県中越地震が発生

2月 京都議定書発行
3月 「愛・地球博」愛知万博開催
4月 ペイオフ本格解禁

2月 トリノ冬季オリンピック開催
3月 ワールドベースボールクラッシック
　　第1回大会で日本が優勝
6月 サッカーワールドカップ
　　ドイツ大会開催
7月 新潟県中越沖地震が発生
　　参議院議員選挙で自民党が
　　歴史的敗退、与野党逆転
　　10月 日本郵政公社民営化
8月 北京オリンピック開催
9月 リーマン・ショック

1月  アメリカオバマ政権発足
3月  ワールドベースボール
　　 クラシック、日本が連覇
9月  衆議院議員選挙で民主党が
　　 大勝、政権交代
新型インフルエンザ大流行

機関誌すこやかあさひが健保連広報誌
コンテスト手作り部門で準特選受賞

表紙タイトル「すこやかあさひ」ロゴ変更
1月21日第204回組合会開催
介護納付金の納付について確認
 7 月5日第205回組合会開催
10月5日第206回組合会開催

機関誌の発行月を1月、4月、8月、
10月（家庭版）の年4回に変更
2月20日第209回組合会開催
7月25日第210回組合会開催

2月17日第211回組合会開催
7月1日第212回組合会開催
7月24日第213回組合会開催
健康保険組合連合会の平成15年度広報誌
コンテストで機関誌すこやかあさひが
特選を受賞

1月 被保険者証カード化
2月24日第214回組合会開催
5月11日第215回組合会開催
7月22日第216回組合会開催
誌上ダイエット ダイエットチャレンジャー発進

8月 機関誌リニューアル
機関誌名の変更「すこやかあさひ」→「Animato」

育児情報誌「赤ちゃんとママ」、「1・2・3歳」
配付対象者、配布方法見直し

3月1日第217回組合会開催
7月25日第218回組合会開催
PETがん検診補助制度導入
個人情報保護ポリシー制定
9月 一般公開用ホームページ開設
3月 8日第219回組合会開催
6月 育児情報誌「季刊1・2・3歳」配布開始
7月 12日第220回組合会開催
メンタルヘルスフォロー支援制度の導入
インフルエンザ予防接種補助制度の導入
3月6日第221回組合会開催
4月16日第222回組合会開催
7月17日第223回組合会開催
ホームページに健康管理室の次に役立つストレスプログラムを開設

4月   個人情報保護法施行
　　  メタボリックシンドロームの
　　  定義と診断基準の発表
12月 医療制度改革大綱を
　　  政府・与党で決定
6月　医療制度改革関連法成立

自民党「健康フロンティア戦略」策定

健康保険の事務処理システムを健保連共同システムに変更

2月21日第207回組合会開催
7月17日第208回組合会開催

3月 医療保険制度体系等に関する
　   基本方針を閣議決定
4月 健康保険法改正

5月 健康増進法（受動喫煙防止

4月 介護保険制度スタート
　　健康日本21計画（21世紀における
　　国民健康づくり運動）スタート

 4 月 診療報酬本体の初めての引き下

1月 中央省庁再編により厚生省は
　　厚生労働省に改称

7月7日第227回組合会開催
社内イントラのホームページリニューアル

元田 勝人
（平成17年5月～）

田中 英樹
（平成21年7月～） 第5号議案 家族健診料補助制度の改定に

ついて可決　補助額15,000円に変更
4月 特定健康診査・特定保健指導本格的に実施

インフルエンザ予防接種補助制度の見直し
接種対象期間の変更

主婦検診を改め家族健診として実施

通年（3月～翌年2月）に変更
＊2010年度は4月～翌年2月）

第2号議案で家族健診料補助制度の一部
改定について可決
(変更前）一律2,000円の補助
→(変更後）実費相当額の補助に変更
＊22年4月1日から実施

先着300名にプレゼント

22年4月から配布対象者を第一子のみ
対象者職場宛送付→自宅宛郵送に変更

初年度11名がダイエットに挑戦

（薬価は昭和42年より毎年のように引き下げ）

①医療費自己負担を原則一律3割に変更
②ボーナスからも保険料を徴収す

国民の健康寿命を延ばすことを目標に、生
活習慣病対策・女性のがん緊急対策・介護
予防を推進

特定健康診査・特定保健指導スタート

平成20年度決算において、全国の約7
割の健保組合が前期高齢者納付金、後
期高齢者支援金の影響で赤字となる
10月 健康保険法改正

10月　健康保険法改正
全国健康保険協会（協会けんぽ）発足

①出産育児一時金の上限額を
　42万円に引き上げ
②出産育児一時金の医療機関
　への直接支払制度開始

10月 健康保険法改正
標準報酬月額の上限額および標準
賞与額の見直し など

4月　高齢者医療確保法施行
老人保健法を廃止し、後期高齢者
医療制度に移行

健康日本21を推進するための法的
基盤の整備として制定

10月 老人保健法改正
①公費負担割合を3割から5割に
　段階的に引き上げ
②対象年齢を5年かけて75歳以上に引き上げ
③現役並み所得者の自己負担2割になど

▲「すこやかあさひ」
　新ロゴ
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▲被保険者証
　　カード

▲機関誌リニューアル
　「アニマート」

▲広報誌コンテスト
　準特選受賞

健保とあゆんだ85年
いかがでしたか？
安定した健保財政のためにも
みんなで健康意識を高めましょう！
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要
な
と
き
だ
け
に

大
病
院
は
必
要
な
と
き
だ
け
に

や
め
ま
し
ょ
う

同
じ
症
状
の 

重
複
受
診

や
め
ま
し
ょ
う

同
じ
症
状
の 

重
複
受
診

　

医
師
の
診
断
が
信
用
で
き
な
い
、
よ
く
な
ら
な

い
気
が
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
同
じ
病
気
で
複

数
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と
を「
重
複
受
診

（
は
し
ご
受
診
）」と
い
い
ま
す
。

　

自
宅
や
職
場
、
学
校
な
ど
か
ら
通
い
や
す
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
気
軽
に
通
え
る
医
師
、
そ
れ

が
か
か
り
つ
け
医
で
す
。
か
か
り
つ
け
医
を
も
つ
こ
と
に
は
、
た
く
さ
ん
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

重
複
受
診
を
す
る
と
、
再
度
初
診
料
や
検
査
料

を
払
う
こ
と
に
な
り
、
医
療
費
の
ム
ダ
で
す
。
ま

た
、
問
診
や
検
査
を
何
度
も
受
け
る
こ
と
は
時
間

の
ム
ダ
。
さ
ら
に
、
注
射
や
投
薬
の
重
複
で
副
作

用
が
出
て
か
ら
だ
に
負
担
を
与
え
て
し
ま
う
心
配

も
あ
り
ま
す
。

重
複
受
診
を
避
け
る
心
得

気
に
な
る
こ
と
は
遠
慮
せ
ず
に
医
師
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

専
門
医
を
受
診
し
た
い
場
合
は
、
か
か
り

つ
け
医
に
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

紹
介
を
受
け
て
ほ
か
の
医
療
機
関
を
受
診

す
る
場
合
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
過
を
き
ち

ん
と
報
告
し
ま
し
ょ
う
。

紹介紹介 相談相談報告報告

時
間
外
加
算
と
は

ち
ょ
っ
と
待
て 

考
え
て

か
ら
休
日
、
夜
間
受
診

ち
ょ
っ
と
待
て 

考
え
て

か
ら
休
日
、
夜
間
受
診

　

休
日
や
夜
間
な
ど
の
時
間
外
受
診
は
、
急
病
な

ど
の
や
む
を
え
な
い
場
合
以
外
は
避
け
ま
し
ょ

う
。
急
病
人
の
治
療
に
支
障
を
き
た
し
た
り
、
医

師
の
負
担
に
な
り
迷
惑
が
か
か
る
う
え
、

割
増
料
金
で
医
療
費
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

時
間
外
に
受
診
す
る
と
、
通
常
の
受
診
の
際
に

も
支
払
う
初
診
料
や
再
診
料
と
は
別
に
、
時
間
外

加
算
と
い
う
割
増
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

重
複
受
診
を
避
け
る
心
得

体
調
を
崩
し
た
と
き
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
か

か
り
つ
け
医
か
ら
受
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

日
ご
ろ
か
ら
、
自
分
や
家
族
の
健
康
状
態

を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

乳
幼
児
は
体
調
が
変
わ
り
や
す
い
の
で
、

軽
い
症
状
で
も
昼
間
の
う
ち
に
受
診
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

急
な
病
気
で
心
配
に
な
っ
た
ら
、
ま
ず
は
救
急

電
話
相
談
な
ど
に
か
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
左
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

知知るる備備
えるえる

相談相談

するする

早めの早めの

対応対応

適正受診で
 医療費削減！
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薬
の
も
ら
い
方
を

見
直
し
ま
し
ょ
う

要
注
意

も
ら
い
す
ぎ
で
は
？ 

そ
の
薬

要
注
意

も
ら
い
す
ぎ
で
は
？ 

そ
の
薬

　
「
た
く
さ
ん
薬
を
も
ら
わ

な
い
と
不
安
」と
い
う
人
が

い
ま
す
。
医
師
の
診
察
と
処

方
を
信
頼
し
、
む
や
み
に
欲

し
が
ら
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

医
師
に
頼
ん
で
た
く
さ
ん
処
方
し
て
も
ら
っ
た

け
れ
ど
、
薬
が
使
い
切
れ
ず
に
余
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

使
い
切
れ
ず
に
捨

て
て
い
る
な
ど
、
薬
が
余
っ
て
い
る
場
合
は
医
師

や
薬
剤
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

薬
と
上
手
に
つ
き
あ
う
心
得

似
た
症
状
で
あ
っ
て
も
、体
質
は
人
に
よ

り
違
い
ま
す
。処
方
さ
れ
た
薬
は
あ
げ
た

り
も
ら
っ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

薬
の
使
用
時
間
、量
、回
数
な
ど
の
指
示
を

守
る
こ
と
で
薬
の
効
果
が
あ
ら
わ
れ
ま

す
。

使
用
期
限
や
保
管
場
所
を
守
り
、き
ち
ん

と
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

薬
に
は
副
作
用
が
あ
り
ま
す
。薬
を
使
用

し
て
い
る
と
き
は
体
調
の
変
化
に
注
意

し
、気
に
な
る
症
状
が
出
た
と
き
は
す
み

や
か
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

あげない

もらわない

あげない

もらわない
守守
るる注意する注意する

管理する管理する

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

特
徴

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品（
後
発
医
薬
品
）と
は
、

最
初
に
つ
く
ら
れ
た
新

薬（
先
発
医
薬
品
）の
特

許
期
間
が
過
ぎ
て
か
ら

つ
く
ら
れ
た
薬
で
す
。

ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
新
薬
と
同
じ
有
効

成
分
の
薬
を
つ
く
る
た
め
、
開
発
費
が
低

く
抑
え
ら
れ
、
安
い
価
格
に
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

安
く
て
も 

効
き
め
は
同
じ

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

安
く
て
も 

効
き
め
は
同
じ

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
特
徴
や
価

格
、注
意
点
な
ど
、薬
剤
師
か
ら
の
説

明
を
よ
く
お
き
き
く
だ
さ
い
。

●
す
べ
て
の
新
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
小
児
科
の
医
師
や
看
護
師
が
お
子
さ

ん
の
症
状
に
応
じ
た
対
処
法
な
ど
を

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

●
利
用
で
き
る
時
間
は
自
治
体
に
よ
り

異
な
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
調
べ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

安安
いい

新
薬
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
品
質
や
有
効
性
、

安
全
性
が
確
認
さ
れ
、
厚
生
労
働
大
臣
か

ら
承
認
さ
れ
た
薬
だ
け
が
流
通
し
て
い
ま

す
。

安心安心

か
か
り
つ
け
薬
局
が
あ
れ
ば

　

医
療
機
関
で
処
方

せ
ん
を
受
け
取
り
、

薬
局
で
調
剤
し
て
も

ら
う
医
薬
分
業
の
し

く
み
が
進
ん
で
い
ま

す
。「
か
か
り
つ
け
医
」と
同
様
に
い
つ
も
の「
か

か
り
つ
け
薬
局
」が
あ
る
と
安
心
で
す
。

お
薬
手
帳
で

飲
み
合
わ
せ
チ
ェ
ッ
ク

　

薬
に
は
副
作
用
が
あ
り
ま
す
。
複
数
の
薬
を
使

用
す
る
場
合
は
、
飲
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
副
作
用

が
強
く
で
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

薬
局
な
ど
で
配
布
し
て
い
る
お
薬
手
帳
に
薬
歴

を
記
録
し
て
お
く
と
、
飲
み
合
わ
せ
の
チ
ェ
ッ
ク

に
役
立
ち
ま
す
し
、
次
に
薬
が
必
要
と
な
っ
た
と

き
の
重
要
な
情
報
と
な
り
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
の
体
質
の
把
握
や
薬
の
履
歴

で
あ
る
薬
歴
を
管
理
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
使
用
し
て
い
る
市
販
薬
や
処
方
さ
れ

た
薬
が
あ
る
場
合
は
、
飲
み
合
わ
せ
の
チ
ェ
ッ
ク

を
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

か
か
り
つ
け

医
院
だ
け
で
な
く 

薬
局
も

か
か
り
つ
け

医
院
だ
け
で
な
く 

薬
局
も

　

夜
間
や
休
日
な
ど
医

療
機
関
の
や
っ
て
い
な

い
時
間
に
お
子
さ
ん
の

急
な
病
気
で
心
配
な
と

き
は
、
電
話
相
談
が
で

き
ま
す
の
で
、
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

迷
っ
た
ら 

電
話
で
で
き
る

緊
急
相
談

迷
っ
た
ら 

電
話
で
で
き
る

緊
急
相
談

＃８０００
小児救急電話相談小児救急電話相談

大
人
の
救
急
時
に
も
備
え
を

　

子
ど
も
に
限
ら
ず
、
急
病
な
ど
で
救
急
車

を
呼
ぶ
か
迷
っ
た
場
合
に
、
相
談
で
き
る
窓

口
を
設
置
し
て
い
る
自
治
体
が
あ
り
ま
す
。

お
住
ま
い
の
地
域
の
救
急
対
応
窓
口
を
調
べ

て
お
く
と
安
心
で
す
。
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塩分は胃がんの
リスクを上げる高血圧改善のカギは「減塩」

●食卓に塩、ソース、しょう油を置かない
●しょう油やソースは「かける」よりも「つける」
●麺類のスープは飲まない
●練り製品、加工食品はたまに食べる程度に
●だしの味、酸味、香辛料、ハーブを生かす

食事から塩分を減らすPOINT

料理・監修／宗像伸子（管理栄養士）

根菜の
ごまみそ煮

エネルギー122kcal　塩分1.1g1人分

カットカット
つ一品ですつ一品です

ごまみそのコクと風味で塩分カット
根菜の旨みがいっそう引き立つ一品です

❶だいこん、ごぼう、にんじんは乱切りにし、こ
んにゃくは手でちぎる。

❷さやいんげんは沸騰湯でゆでて斜めに切る。
❸油揚げは熱湯をかけて油抜きし、三角形に切
る。
❹ａを混ぜ合わせる。

❺鍋にだし、しょうがのせん切り、❶を入れて煮、
沸騰したらアクを除いて火を弱めて4～5分
煮る。❸と❹を加えて野菜が柔らかくなるま
で煮、❷を加えてひと煮する。

●だいこん
●ごぼう
●こんにゃく
●にんじん
●さやいんげん
●油揚げ
●しょうが
●だし
　　●砂糖
　　●みそ
　　●練りごま

120ｇ（4cm分）
50ｇ（1/3本）
80ｇ（1/3枚）
50ｇ（1/3本）
40ｇ
10ｇ（1/3枚）
少々
250ｇ（1と1/4カップ）
6ｇ（小さじ2）
16ｇ（大さじ1弱）
10ｇ（小さじ2）

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

材 料 と 作 り 方

【材料】（2人分）

【作り方】

a

　脳卒中や心筋梗塞など循環器疾患の予防には、高血圧対
策が重要です。塩をとりすぎると、体は水を要求し、血管内の
血液量が増えて血圧が上がります。減塩生活（食塩摂取量は
1日に男性9g
未 満 、女 性
7.5g未満、血
圧が高い人は
6ｇ未満）に取
り組みましょう！

　塩分濃度の高い食品を毎日食べる人は、ほ
とんど食べない人に比べ、約3倍も胃がんの
リスクが高いという報告があります。高濃度
の塩分が胃壁の保護粘液を溶かし、ピロリ菌
や発がん物質の影響
を受けやすい状態に
するためです。塩味
に頼らない、おいし
い料理方法を工夫し
ましょう。
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